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１ 指定管理者の公募 

 

多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、「公の施設」の管理に民間

の能力やノウハウを幅広く活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図る

ことを目的に、平成１５年６月に地方自治法（以下「法」という。）が一部改正され、指定管理

者制度が導入されました。 

指定管理者制度は、従来の管理委託制度とは異なり、地方公共団体の出資法人や公共団体に

限らず、民間事業者も議会の議決を経て「公の施設」の管理を行う指定管理者となることがで

きます。 

このたび、七飯町鳴川にある七飯町さくら共同作業所の指定管理が令和４年３月３１日をも

って終了となることから、引き続き指定管理制度で実施するため、指定管理者の指定にあたり、

広く事業者を公募し、管理運営していただく団体を募集します。 

 

 

２ 対象施設の概要 

 

（１）名称 

七飯町さくら共同作業所（以下「共同作業所」という）。 

（２）所在地 

亀田郡七飯町鳴川１丁目２番６号 

（３）敷地面積 

９９２．１４㎡ 

（４）構造・面積 

木造平屋建  １０４．３４㎡ 

（５）公の施設 

  ① 施設内容 

ア 作業室 １室 ４４．７１㎡ 

   イ 事務室 １室 ３７．２６㎡ 

（６）施設配置図    別紙のとおり 

 

 

 

３ 指定管理者が行う業務 

 

（１） 共同作業所の管理運営に関する業務 

共同作業所について指定管理者が行う業務は次のとおりです。 

  ① 共同作業所の通所の承認、通所の制限及び通所の承認の取り消しに関する業務 

  ② 障がい者の作業指導及び生活訓練指導に関する業務 

③ 共同作業所の維持管理に関する業務 
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作業所内外の設備、環境が適正に管理されているかを確認するため、随時点検すると

ともに、清潔、美観の維持に努めるものとします。 

     また、以下の業務は指定管理者が自ら、または指定管理者が専門業者に依頼し実施す

ることとします。 

     a 消防用設備保守点検 

     ・ 消防法第１７条の３の３に基づく消防用設備等の保守点検 

     ・ 総合点検を４月に、機能点検を９月に行う。 

     b 作業所内清掃 

     ・ 床、窓等の清掃を行う。 

     ・ 清掃は休所日以外、毎日行う。 

     c 草刈り・除雪業務 

     ・ 草刈りは、６月から１０月頃まで年３回程度行う。 

     ・ 除雪は、駐車場や通路を中心に共同作業所の運営に支障のないように行う。 

     d ごみ処理業務 

     ・ 館内から排出される廃棄物を適正に処理する。 

     e 施設・設備の修繕 

     ・ １件あたり１０万円未満の小規模修繕又は器具の修理は指定管理者が行うものと

し、これ以外の修繕は町が行うものとする。 

  ④ 前各号に掲げるもののほか、共同作業所管理運営のため町長が必要と認める業務 

 

（２）その他の業務 

  ① 事業計画書及び収支予算書の作成 

  ② 月次報告書の作成 

  ③ 事業報告書の作成 

  ④ 事故報告書の作成 

  ⑤ その他報告書の作成 

  ⑥ 町等関係機関との連絡調整 

  ⑦ 自己評価の実施 

  ⑧ 指定期間終了にあたっての引継業務 

  ⑨ その他日常業務の調整 

 

（３）開所時間・休所日 

   ア 開所時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

   イ 休 所 日 a 毎週 土曜日、日曜日 

          b 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

          c 年末年始（１２月３１日から翌年の１月５日までの日） 

         ※ ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を延長もしくは短縮、ま

たは臨時に休所もしくは休所日に開所することができます。 
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４ 指定期間 

  

  指定期間は、令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで（令和４年度から令和６年度ま

での３年間）を予定しています。ただし、この期間は議会の議決により決定することになりま

すので留意してください。 

 

５ 運営方針及び基準 

 

（１）運営方針 

   雇用されることが困難な在宅の身体障がい者等心身に障がいのある者（以下「障がい者」

という。）に対し、通所により作業指導及び生活訓練指導を行い、障がい者の自立と社会参加

の促進を図ります。 

 

（２）運営基準 

  ① 関係法令及び条例の規定を遵守すること 

  ② 施設設備等の維持管理を適切に行うこと 

  ③ 業務に関連して取得した利用者個人に関する情報を適切に取り扱うこと（個人情報取扱

要綱を定める等、必要な措置を講ずることなどを指します） 

  ④ 環境に配慮した共同作業所の管理を行うこと 

  ⑤ 自己評価を実施し、その結果を業務に反映させること 

  ⑥ 管理の基準に関することは、協議のうえ協定で定めることとします 

 

６ 公募の手続き 

 

（１）指定管理者の公募及び選定スケジュール（予定） 

  ① 公募要項の配布       令和３年 ８月  ２日（月）～  ８月１３日（金） 

  ② 公募説明会の開催           ８月１６日（月） 

  ③ 応募登録の申込及び質疑受付      ８月１６日（月）～  ８月２３日（月） 

  ④ 質疑に関する回答           ８月３０日（月） 

  ⑤ 指定申請書類の受付締切り       ９月２４日（金） 

⑥ 指定申請書類の審査・ヒアリング   １０月 １日（金）～ １０月８日（金） 

  ⑦ 候補者選定結果の通知        １０月１５日（金） 

  ⑧ 指定管理者の指定及び協定締結    １２月下旬～翌年３月上旬 

  ⑨ 管理運営業務の引き継ぎ       基本協定締結～令和４年３月３１日（木） 

 

（２）指定管理者の公募手続き 

  ① 公募要項の配布 

    公募要項を令和３年８月２日（月）から８月１３日（金）の平日に配布します。 

   ア 配布場所：七飯町役場民生部福祉課地域福祉係（電話６５－２５１４） 
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   イ 配布時間：午前８時３０分～午後５時１５分 

  ② 公募説明会の開催 

    公募要項に関する説明会を開催しますので、参加を希望する場合は、指定管理者公募説

明会参加申込書（別記様式第１号）に必要事項を記入し、８月１３日（金）午後５時１５

分までに下記の申込み先まで持参してください。 

なお、指定管理者に応募する場合は、公募説明会に必ず出席をお願いします。 

   ア 開催日時：令和３年８月１６日（月）午前１０時００分から 

   イ 開催場所：七飯町役場２０２会議室 

   ウ 参加人数：各団体２名までとします。 

   エ 申 込 先：七飯町民生部福祉課地域福祉係（電話６５－２５１４） 

          受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

 

７ 応 募 

 

（１） 応募資格 

次の要件を満たすこと。 

  ① 七飯町内の法人その他の団体（以下「団体」という）で、指定管理者としてふさわしい

信用力、資力、経営力及び企画力等を備えており、本施設と同等規模以上の施設について

実績（過去３年以内）のある者（個人での応募はできません。）。 

 

（２）応募者の制限 

   次に該当する団体は、応募者となることができません。 

  ① 法律行為を行う能力を有しない者 

  ② 破産者で復権を得ない者 

  ③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する

場合を含む）の規定により本町における一般競争入札等参加を制限されている者 

  ④ 当該団体の責めに帰すべき事由により町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を

取り消され、その取り消しの日から３年を経過しない者 

  ⑤ 次に掲げる者が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある法

人。ただし、アに掲げる者にあっては、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの

２分の１以上を出資している法人を除く。 

   ア 町長 

   イ 町議会議員 

  ⑥ 法人税、消費税、地方消費税、道税及び市町村税を滞納している者 

  ⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者 
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（３）グループ応募 

   単独の団体が、本要項「３ 指定管理者が行う業務」についてサービスの向上又は効率的運営を

図るうえで必要な場合は、グループで応募することができます（以下「グループ応募」という）。

この場合には、代表団体が申し込み手続きを行ってください（他の団体は構成団体とします）。 

① 複数応募の禁止 

    本施設に単独で応募した団体は、本施設のグループ応募の構成員となることはできません。

また、複数のグループにおいて同時に構成員となることもできません。 

  ② 構成員の変更 

    応募登録後の代表団体及び構成団体の変更は認められません。 

（４）応募登録の申込み 

   共同作業所の管理運営業務について応募の登録をしようとする者は、指定管理者応募登録

申込書（別記様式第２号）に必要事項を記入し、下記の提出書類とあわせて町まで持参のう

え提出してください（郵送不可）。町は登録申込事項を審査し、その結果をすべての登録申込

者（グループ応募の場合は代表団体）に通知します。応募登録を認められた者に対しては、

指定管理者応募登録通知書（別記様式第４号）を送付します。 

   なお、応募に関して必要となる費用はすべて登録申込者の負担とします。また、申込がで

きるのは公募説明会に参加した者に限ります。 

  ① 受付期間：令和３年８月１６日（月）～８月２３日（月） 

         午前８時３０分～午後５時１５分 

  ② 受付場所：七飯町役場民生部福祉課地域福祉係（６５－２５１４） 

  ③ 登録事項：団体の名称等 

  ④ 提出書類：２部（原本１部、コピー１部）。グループ応募の場合、構成団体分もあわせて

提出してください。なお、提出いただいた書類は返却しません。また、本件審査以外に使

用しません。 

   ア 指定管理者応募登録申込書（別記様式第２号） 

   イ 委任状（別記様式第２号の２、グループ応募の場合のみ） 

   ウ 事業者に関する書類 

    ａ 団体の概要がわかるもの（定款、寄附行為、規則その他これらに類する書類） 

    ｂ 今年度の事業計画書及び前年度の事業報告書 

    ｃ 役員の名簿及び履歴を記載した書類 

    ｄ 人員表（各決算期末の常勤役員数、従業員数、非常用従業員数） 

    ｅ 法人にあっては 

      ・登記事項証明書、印鑑証明 

      前事業年度の 

      ・貸借対照表 

      ・損益計算表（販売費及び一般管理費の明細つき）、減価償却明細書 

     過去３年間の 

      ・法人税納税証明書、消費税納税証明書及び道税・市町村税納税証明書（公募要項

の配布開始日以降に交付されたもの） 
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    ｆ その他の団体にあっては 

      ・今年度の収支予算書及び前年度の収支決算書 

      ・団体の代表の身分証明書 

    ｇ 指定管理者申請資格申立書（別記様式第３号） 

 

８ 質 疑 

 

（１）質疑書受付 

   登録申込書を提出した者に対し、公募要項の内容に関して、以下のとおり質疑を受け付け

ます。 

  ① 受付期間：令和３年８月１６日（月）～２３日（月） 

         午前８時３０分～午後５時１５分 

  ② 受付場所：七飯町役場民生部福祉課 地域福祉係（６５－２５１４） 

  ③ 受付方法：質疑要旨を簡潔にまとめ記入し、受付場所まで持参若しくは事前に連絡のう

え、ＦＡＸ（０１３８－６５－９２８０）にて提出してください（郵送不可）。なお、グル

ープ応募の場合は代表団体がとりまとめのうえ、質疑を行うようにしてください。 

（２）質疑に対する回答 

   質疑に対する回答は、質疑回答集としてまとめたうえ、登録申込者にお渡しします 

（８月３０日（月）予定）。なお、質疑回答集は、公募要項の追加又は修正とみなします。 

 

９ 指定申請書類 

 

（１）指定申請書類の受付 

   応募登録者から、指定申請に必要な書類を受け付けますので、下記の受付場所へ持参提出

してください。 

なお、代理人による提出は認めません（グループ応募の場合は、代表団体に限ります）。 

また、指定申請にかかる費用は、全て応募登録者の負担とします。 

  ① 受付期間：令和３年８月１６日（月）～９月２４日（金） 

  ② 受付場所：七飯町役場民生部福祉課地域福祉係（６５－２５１４） 

  ③ 提出方法：指定申請書類を受付場所まで持参してください（郵送不可）。 

  ④ 町は、指定申請者に指定管理者指定申請受理書（別記様式第５号）を交付します。 

  ⑤ 申請１団体（グループ）につき、提案は１案とします。 

  ⑥ 指定申請書提出後の修正及び追加は認めません。 

  ⑦ 指定申請書提出時に、説明を求める場合があります。 

 

（２）指定申請書の種類 

   指定申請に必要な書類は以下のとおりです。様式については、この募集要項とは別の「さ

くら共同作業所指定管理者応募等様式集」（以下「様式集」という。）にあります。なお、②

については適宜作成してください。 
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  ① 指定管理者指定申請書 

  ② グループ応募構成届（グループ応募の場合のみ） 

  ③ 管理に係る事業計画書 

  ④ 管理に係る事業提案書 

  ⑤ 管理に係る収支計画書 

 

（３）指定申請書等作成時の注意点 

  ① 各様式とも、簡潔に要点が良くわかるように作成してください。 

  ② 事業計画、提案書等はＡ４版で作成してください。 

 

（４）事業計画書の記載内容 

   共同作業所の管理運営に関する業務（２ページ）及び運営方針及び基準（４ページ、運営

方針及び基準（１）・（２））、七飯町さくら共同作業所指定管理者仕様書に基づき、以下の項

目について、管理運営及びサービスの提供を実現するための事業計画を具体的に記載してく

ださい。（様式２および２－①から２－⑩） 

  ① 共同作業所の管理運営業務を行っていく上での基本方針 

   ア 申込の動機や、施設の管理運営に当たっての総合的な基本方針と達成目標（具体的な活用

方針）、類似施設の管理運営実績がある場合は、その内容 

  ② 共同作業所の平等利用の確保 

   ア 利用者へのサービス向上の考え方 

   イ 利用者への公平・中立な対応についての考え方 

  ③ 共同作業所の効果的運営と経費縮減 

ア 施設の効果的運営と効率化の具体的方策 

イ 職員配置計画（午前、午後、人数、業務分担など明記） 

ウ 管理経費節減のための工夫、また具体的な利用促進策など 

  ④ 共同作業所の安定運営のための管理体制 

   ア 管理運営体制及び安定的なサービス供給能力 

     共同作業所の管理運営業務を実施するための組織図を示してください。その中に各職員の

雇用形態（常勤・非常勤の別。確定していない場合には現時点で想定して記載）、それぞれの

職員の勤務体制（勤務時間、休日設定など）、緊急事態への対応を明示してください。また、

それぞれの職種ごとに行う業務内容、必要な職能（資格、技能、経験）等や、この組織が共

同作業所の管理運営を行っていく上で、優れている点を明示してください。 

   イ リスク管理の方策 

     団体運営上発生する損害等のリスクに対する備えがあれば示してください。 

   ウ 職員の人材育成 

     職員の資質向上のための研修など、人材育成の考え方や具体策について示してください。 

  ⑤ サービスの向上のため利用者の声が反映される運営 

   ア 利用者に向けた新たなサービスの実現や、利用者からの意見要望などを反映させる具体的

方策。また、苦情に対する対応の基本的考え方 
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  ⑥ 緊急時の対応 

   ア 利用者の安全を確保する対策 

  ⑦ 個人情報保護 

   ア 個人情報保護に関する考え方と情報管理体制 

  ⑧ 環境保護や福祉に対する取組み 

   ア 環境に配慮した取組み実績 

   イ 障がい者雇用など福祉対策についての取組みと実績 

⑨ 団体の社会貢献活動 

 ア 地域活動との関わりや地域に対する貢献などについて取組みと実績 

⑩ 団体の概要 

  ⑪ 施設の特性を生かした管理 

ア 共同作業所の各業務について基本的な考え方、施設の特性を生かした具体的な実施計画、

リスク管理の方針、業務のバックアップ体制独自の工夫などについて提案してください。 

  ⑫ 収支計画書の基本的な考え方 

   ア 収支計画書作成に当たっての基本的な考え方 

 

（５）自主事業提案書の記載内容 

   以下の項目について、共同作業所の利用者へのサービスに関する提案を具体的に記載して

ください。（様式集の様式３－①） 

  ① サービス向上を実現するための提案 

    特に独自性があると思われる点や創意工夫、共同作業所の利用者に提供できる新たなサ

ービスの他、セールスポイント等があれば提案してください。 

   ア 障がい者の自立及び社会参加という視点に立った具体的な提案 

   イ 共同作業所の利用の向上に関する考え方の提案 

   ウ 共同作業所の利用時間（開所時間）についての提案 

    ※利用時間の基準については、条例で定められていますが、条例を改正することにより

変更することも可能です（条例改正については、議会の議決が必要です）ので、その点

も考慮に入れてください。 

 

（６）収支計画書の記載内容 

   収支計画書（様式集の様式４－①から４－③）の作成にあたっては、共同作業所の管理運

営業務について、令和４年度～令和６年度における各年度の収支計画を主な収入・支出項目

に区分して示してください。また、収支計画の積算内訳についても示してください（様式自

由。A４版とします）。 

   なお、管理運営業務の内容及び費用については、指定申請者が提案した収支計画書に基づ

き、町と指定管理者で調整の上、毎年度更新することとします。 
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10 運営管理にかかる経費 

 

町が支払う管理に要する経費（委託料）、会費収入や預貯金からの利息収入等を自らの収入と

することができます。 

 

（１）町が支払う経費 

  ① 町が指定管理者に支払う経費の上限は、年間３，６５３千円（消費税込）とします。 

なお、指定期間中に消費税及び地方消費税にかかる税率の変更があった場合は、指定管

理料について別途協議することとします。 

② 経費の支払方法 

    指定期間内の会計年度（４月１日から翌年３月３１日）ごとに予算の範囲内で支払いま

す。なお、清算はいたしません。また、具体的な支払時期や方法は別途締結する年度協定

にて定めます。 

  ③ 町が支払う経費に含まれるもの 

   ア 人件費   （指導員報酬） 

   イ 管理費   （光熱水費、保守管理費等） 

   ウ 運営費   （事務費等、修繕費等） 

   エ その他の経費（備品購入費、消耗品等） 

（２）指定管理者の収入 

  ① 指定管理者の収入として見込まれるもの 

   ア 町からの委託料 

   イ 事業収入、預貯金からの利息収入 

   ウ 雑収入 

  ② 会計処理 

   ア 収入及び支出は、独立の会計を設け、団体の他の会計と区別をして経理してください。

また、指定管理者自体の口座とは別の口座で管理してください。 

 

11 選 定 

 

（１）選定方法 

   指定申請書の審査は、町職員による選定委員会で行い、指定管理者の候補者（以下「候補

者」という）を選定します。また、必要に応じて、選定委員会によるヒアリングを実施しま

す。 

（２）選定基準 

   選定委員会は、申請内容と町が示す運営方針及び運営基準等の条件との適合性等を総合的

に審査します。 

（３）指定管理者の候補者の選定と通知 

   指定申請書の選定結果を基に、候補者を選定します。また、選定結果通知は、指定申請団
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体へ郵送にて行います。なお、グループで応募された場合は、グループの代表団体宛に郵送

します。 

（４）候補者の責務 

   選定の結果、候補者となった者は、申請内容を実現する責務を有するものとします。 

 

12 協 定 

 

（１）基本的な考え方 

  ① 町は候補者決定後、必要に応じて候補者の申請に対し申請内容の趣旨を変更しない範囲

で修正を求めることができることとし、候補者は、その修正に応じなければならないもの

とします。 

  ② 議会の議決をもって指定管理者を指定し、町は指定管理者と基本協定を締結します（１

２月下旬～翌年３月上旬）。なお、年度協定は各年４月１日に締結します。 

  ③ 町は基本協定締結までの間に、指定管理者が次の項目への該当が判明した場合は、協定

を締結しないことができることとします。 

   ア 公募要項に違反又は著しく逸脱した場合 

   イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用す

る場合を含む）の規定により本町における一般競争入札等参加を制限された場合 

   ウ 当該団体の責めに帰すべき事由により町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定

を取り消された場合 

   エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者となった場合 

   オ その他不正な行為をした場合 

 

（２）協定内容 

  ① 指定期間に関する事項 

  ② 利用の許可等に関する事項 

  ③ 事業計画書に記載された事項 

  ④ 事業提案書に記載された事項 

  ⑤ 本町が支払うべき経費に関する事項 

  ⑥ 管理運営業務を行うに当たって保有する個人情報に関する事項 

  ⑦ 事業報告に関する事項 

  ⑧ 事業評価に関する事項 

  ⑨ 指定の取り消し及び管理運営業務の停止に関する事項 

  ⑩ その他町長が必要と認める事項 

 

（３）協定の解除 

   協定締結後、指定管理者が提案内容を実現しなかった場合、及び相当期間内に実現する見

込みがないと町が判断した場合、町は協定を一方的に解除できることとします。 
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（４）運営業務の引き継ぎ 

   共同作業所の管理運営に関し、町と指定管理者との間で、協定に基づく運営業務の引き継

ぎを行います。（協定締結後～令和４年３月３１日（木）） 

 

13 事業報告・事業評価 

 

（１）事業報告 

  ① 事業計画書・収支計画書 

    指定管理者は、年度のはじめに事業計画書・収支計画書を提出することとします。 

  ② 月次報告書 

    指定管理者は、その管理運営における経費の支出及び収入の実績について、毎月月次報

告書を作成し、翌月１０日までに町に提出することとします。 

  ③ 事業報告書 

    指定管理者は、一事業年度が終了するごとに、共同作業所の管理運営業務について、当

該年度の事業の内容を報告する書類を速やかに提出することとします。 

  ④ 事故報告書 

    指定管理者は、万一事故等が起こった場合は、事故報告書により速やかに町に報告を行

うこととします。詳細については協議により協定書にて定めます。 

  ⑤ その他の報告（作業予定書・業務報告書等） 

    町は指定管理者に対し、その管理運営業務に関して、定期に又は必要に応じて報告を求

めることができることとします。 

  ⑥ 連絡調整会議 

    指定管理者は、町及び関係機関と必要に応じて連絡調整会議を開催することとし、出席

者、内容等の詳細については別途協議します。 

  ⑦ 自己評価の実施 

   ア 指定管理者は利用者等に対し聴き取り等のモニタリングを行い、共同作業所の管理運

営に関する自己評価を実施することとします。回数・内容等の詳細については、協定書

にて定めます。 

   イ 自己評価の結果を管理運営業務に反映させるように努めることとします。 

   ウ 自己評価の結果及び管理運営業務への反映状況について、町に対して報告していただ

きます。 

  ⑧ 報告様式 

    指定管理者が行う報告書等の様式については、協定書にて定めます。 

 

（２）事業評価 

   町は指定期間中に提出された報告書等に基づき、事業評価を実施します。評価項目につい

ては、協定書にて定めます。 
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（３）是正勧告 

   事業評価の結果、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、是正勧告を

行います。その後、当該勧告となった事項に改善が見られなければ、町は指定管理者に対す

る支払額の減額又は指定管理者への指定の取り消し等の措置を行う場合があります。 

 

14 関係法令の遵守 

 

   申請及び協定の実施に当たっては、指定管理者自らの責任において関係法令等を十分調査

し、遵守することとします。特に法や七飯町さくら共同作業所条例及び同条例施行規則他、

以下のことに気をつけてください。 

   ※七飯町個人情報保護条例 

    七飯町では個人情報を保護するため、その適正な取り扱いに関し必要な事項及び保有す

る個人情報の開示、訂正及び削除を請求する権利を条例（七飯町個人情報保護条例）で定

めることにより、個人の権利利益を保護し、かつ、町政の公正で適正な運営を図っていま

す。本条例第１２条に、個人情報を扱う事務の委託を受けた者の個人情報保護に関する義

務が規定されており、指定管理者制度においても同条の規定を適用します。 

 

 

15 指定取消し等 

 

（１）事業の継続が困難となった場合の措置 

  ① 指定管理者の責に帰すべき事由による場合 

   ア 指定管理者の責に帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、町は指定

の取り消しをすることができるものとします。その場合は、町に生じた損害は指定管理

者が賠償するものとします。なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく共同作業所の管

理運営業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとします。 

  ② 当事者の責に帰すことのできない事由による場合 

   ア 不可抗力等、町及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により、業務の

継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとします。 

 

（２）その他 

  ① 町と指定管理者は、協定書の解釈について疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事

項が生じた場合は、誠意をもって協議を行い、協議が整わない場合は、協定書に定める具

体的措置に従うものとします。 

  ② 応募者は、この公募要項を熟読し、遵守してください。 

  ③ 応募者は、選定後、この公募要項等について不知又は不明を理由として異議を申し立て

ることはできません。 
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16 申込書類の提出先 

 

  七飯町民生部福祉課地域福祉係 

  住  所 〒041-1192 亀田郡七飯町本町６丁目１番１号 

  電  話 0138(65)2514 

  受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

（１）様式及び資料のダウンロードについて 

   この公募要項及び公募要項に関係する様式及び資料は、町のホームページからダウンロードす

ることができます。 

   七飯町ホームページ：：http://www.town.nanae.hokkaido.jp 
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別記様式第１号 

指定管理者公募説明会参加申込書 

 

令和  年  月  日 

 

 七飯町長 中 宮 安 一 様 

 

申込者    住 所                    

氏 名                  ㊞ 

電 話                   

 

 

 次のとおり指定管理者公募説明会へ参加します。 

 

記 

 

 

 

 

公の施設名 

 

七飯町さくら共同作業所 
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別記様式第２号 

指定管理者応募登録申込書 

令和  年  月  日 

 

 七飯町長 中 宮 安 一 様 

 

申込者   住 所                   

                         氏 名                  ㊞  

                         電 話                    

 

 

 次のとおり指定管理者応募登録の申込をいたします。 

記 

 

 

公の施設名 七飯町さくら共同作業所 

団 体 名 

（グループ応募の場合はグル

ープ名を記載してください） 

     

 

添付書類 

① 委任状（別記様式第２号の２、グループ応募の場合のみ） 

② 事業者に関する書類 

     ア 団体の概要がわかるもの（定款、寄付行為規則その他これらに類する書類） 

     イ 本年度の事業計画書及び前年度の事業報告書 

     ウ 役員の名簿及び履歴を記載した書類 

     エ 人員表（各決算期末の常勤役員数、従業員数、非常用従業員数） 

     オ 法人にあっては、 

・ 登記事項証明書、印鑑証明 

     前事業年度の 

・ 貸借対照表 

・ 損益計算表（販売費及び一般管理費の明細つき）、減価償却明細書 

     過去３か年の 

・ 法人税納税証明書、消費税納税証明書及び道税・市町村税納税証明書 

カ ・ その他の団体にあっては、 

・ 本年度の収支予算書及び前年度の収支決算書 

・ 団体の代表の身分証明書    

  キ  ・  指定管理者申請資格申立書（別記様式第３号） 
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別記様式第２号の２ 

委  任  状 

令和  年  月  日 

 

 七飯町長 中 宮 安 一 様 

 

申込者   住 所                   

                           氏 名                 ㊞  

                         電 話                   

 

 次のとおり指定管理者応募登録の申込に当たり、グループ応募いたしますので、代表者に全て

の権限を委任します。 

記 

公の施設名 七飯町さくら共同作業所 

グループ代表者 住 所 

氏 名                          ㊞ 

電 話 

グループ関係者 １ 住 所 

  氏 名                          ㊞ 

  電 話 

２ 住 所 

  氏 名                          ㊞ 

  電 話 

３ 住 所 

  氏 名                          ㊞ 

  電 話 
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別記様式第３号 

 

指定管理者申請資格申立書 

 

令和  年  月  日 

 

七飯町長 中 宮  安 一   様 

住    所                           

申請者 名    称                 

代表者職氏名               ㊞ 

電    話                 

 

 七飯町さくら共同作業所の指定管理者の募集に係る申請書類について、下記のとおり申し立て

します。 

 

記 

 

 □ 以下の事項のいずれにも該当しない。 

  （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用す

る場合を含む。）に規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている 

  （２）町長又は町議会議員が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位

にある法人。ただし、町長にあっては、町が資本金、基本金その他これらに準ずるもの

の２分の１以上を出資している法人を除く。 

  （３）暴力団による不当な行為の防止に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又はそれ

らの利益となる活動を行うもの 

 

 □ 国税及び地方税の納税義務がない。 

  （理由） 

 

 

 

 

 

※該当する項目にレ点を記入すること。   
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別記様式第４号 

 

指定管理者応募登録通知書 

 

令和  年  月  日 

 

 

□□□□□□ □□□□□   様 

 

七飯町長 中 宮  安 一  

 

 令和  年  月  日付の応募登録申込について審査した結果、貴方を登録しましたので通

知します。 

 令和  年  月  日付の応募登録申込について審査した結果、残念ながら登録できません

ので通知します。 

公の施設名 七飯町さくら共同作業所 

登録できなかっ

た理由 
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別記様式第５号 

 

指定管理者指定申請受理書 

 

令和  年  月  日 

 

□□□□□□ □□□□□ 様 

 

七飯町長 中 宮 安 一 

 

 令和  年  月  日付指定管理者の指定申請について、受理しましたので通知します。 

 

記 

 

 

公の施設名 

 

七飯町さくら共同作業所 
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